
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
七
号
　
　
令
和
三
年
一
月
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

第
百
五
十
七
号

令
和
三
年

一
月
七
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

一

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

一

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
七
件
）	

二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
二
十
九
号
ま
で
の
標

柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
二
十
九
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲

ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

　
字

地
　
　
番

白
糸
町
の
5

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

富
士
吉
田

市同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

上
暮
地

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

七
丁
目

梅
久
保

同同同同同同同同七
丁
目

同同同同同同同同同同同同同同同梅
久
保

同同

一
〇
五
六
番
一

三
五
五
四
番

同同三
五
五
〇
番

三
五
五
一
番

同三
五
四
七
番

同同一
〇
四
六
番

一
〇
四
五
番

同同一
〇
四
四
番

同同一
〇
四
五
番

一
〇
四
八
番

一
〇
四
七
番
二

一
〇
四
九
番

一
〇
四
八
番

一
〇
五
〇
番

一
〇
五
一
番
二

同同三
五
五
〇
番

同同

公
　
　
　
告

◉
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
二
十
九
号
ま
で
の
標

柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
二
十
九
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲

ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

　
字

地
　
　
番

白
糸
町
の
5

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

富
士
吉
田

市同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

上
暮
地

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

七
丁
目

梅
久
保

同同同同同同同同七
丁
目

同同同同同同同同同同同同同同同梅
久
保

同同

一
〇
五
六
番
一

三
五
五
四
番

同同三
五
五
〇
番

三
五
五
一
番

同三
五
四
七
番

同同一
〇
四
六
番

一
〇
四
五
番

同同一
〇
四
四
番

同同一
〇
四
五
番

一
〇
四
八
番

一
〇
四
七
番
二

一
〇
四
九
番

一
〇
四
八
番

一
〇
五
〇
番

一
〇
五
一
番
二

同同三
五
五
〇
番

同同



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
七
号
　
　
令
和
三
年
一
月
七
日

二

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
月
八
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
医
療
コ
ン
テ
ナ

㈡
　
数
量
　
一
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
マ
コ
ト
医
科
精
機
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
飯
田
一
丁
目
三
番
三
十
四
号

五
　
落
札
金
額
　
一
億
千
八
百
二
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

1
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
持
続
可
能
な
郡
内
地
域
づ
く
り
研
究
会

2
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
義
光

3
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
都
留
市
平
栗
七
百
二
十
番
地

4
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
　
こ
の
法
人
は
、
超
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
む
郡
内
地
域
に
お
い

て
、
S
D
G
s
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
啓
蒙
や
啓
発
、
S
D
G
s
に
よ
る
地
域
づ
く
り
を

担
う
人
材
の
養
成
、
里
地
里
山
の
再
生
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
、
空
き
家
及
び
庭

木
の
利
活
用
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
財
・
自
然
の
調
査
研
究
と
普
及
啓
発
な
ど
の
事
業
を
推
進
す

る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
郡
内
地
域
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
工
事
名
　
国
道
一
四
〇
号
（
新
山
梨
環
状
道
路
東
部
区
間
二
期
）
濁
川
・
平
等
川
橋
（
仮
称
）
鋼

橋
上
部
工
製
作
・
架
設
工
事
（
一
部
債
務
）

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
横
河
ブ
リ
ッ
ジ
・
楢󠄀
崎
製
作
所
・
飯
田
鉄
工
国
道
一
四
〇
号
（
新
山
梨
環
状
道
路
東
部

区
間
二
期
）
濁
川
・
平
等
川
橋
鋼
橋
上
部
工
製
作
・
架
設
工
事
共
同
企
業
体

㈡
　
所
在
地
　
千
葉
県
船
橋
市
山
野
町
二
十
七
番
地

五
　
落
札
金
額
　
二
十
三
億
二
千
六
百
五
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
総
合
評
価
方
式
に
係
る
一
般
競
争
入
札



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
七
号
　
　
令
和
三
年
一
月
七
日

三

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
五
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
書
画
カ
メ
ラ

㈡
　
数
量
　
五
百
六
十
二
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
正
直
堂

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
二
丁
目
十
二
番
十
五
号

五
　
落
札
金
額
　
四
千
五
百
二
十
四
万
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
五
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
医
療
コ
ン
テ
ナ
（
C
T
搭
載
）

㈡
　
数
量
　
一
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
マ
コ
ト
医
科
精
機
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
飯
田
一
丁
目
三
番
三
十
四
号

五
　
落
札
金
額
　
一
億
千
八
百
二
十
八
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
用
ス
ク
リ
ー
ン

㈡
　
数
量
　
八
百
四
十
三
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
金
峰
商
会

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
三
十
二
番
一
号

五
　
落
札
金
額
　
千
七
百
八
十
七
万
千
六
百
円



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
五
十
七
号
　
　
令
和
三
年
一
月
七
日

四

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
充
電
保
管
庫
（
四
十
台
用
）
百
七
十
七
台
、
充
電
保
管

庫
（
二
十
台
用
）
十
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
東
洋
事
務
器
工
業
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
兵
庫
県
姫
路
市
市
之
郷
町
四
丁
目
八
番
地

五
　
落
札
金
額
　
千
四
百
七
十
七
万
三
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
十
一
月
五
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
学
習
者
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

㈡
　
数
量
　
六
百
六
十
二
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
イ
グ
ニ
シ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
渋
谷
区
東
一
丁
目
三
十
二
番
十
二
号

五
　
落
札
金
額
　
二
千
七
百
五
十
六
万
七
千
円


